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津山市育児休業代替任期付職員
登 録 試 験 受 験 案 内

平 成 ３ １ 年 ４ 月

津山市総務部人事課

津山市では、市長部局、教育委員会等において、育児休業を取得する職員の代替と

して勤務していただく「育児休業代替任期付職員」を募集します。

１．募集職種及び登録予定人員

申 込 期 間
平成３１年４月１５日（月）～令和元年５月８日（水）

※受付は郵送も含め５月８日（水）午後５時１５分に到着したものまで有効とします。

試 験 日 令和元年５月１９日（日）

募集職種
登録予定

人員
受 験 資 格 職務の内容

事 務 職

（A）
１０人

程度

・昭和３９年４月２日から平成１３

年４月１日までの間に生まれた人

で、高等学校以上の学歴を有する人

市長部局、教育委員会、

水道局などで一般行政

事務に従事します。

保育士・

幼稚園教諭

（B）

５人

程度

・昭和３９年４月２日以降に生まれ

た人で、保育士資格若しくは幼稚園

教諭免許を有する人

・ピアノの弾き歌い及び絵本の読み

聞かせができる人

市長部局などで主に保

育士、幼稚園教諭又は

保育教諭の専門業務に

従事します。

保健師・

看護師

（C）

５人

程度

昭和３９年４月２日以降に生まれた

人で保健師若しくは看護師免許を有

する人

市長部局などで主に保

健関係の専門業務に従

事します。

※育児休業代替任期付職員とは

「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づき、任期の定めのない常勤職員（以下、一

般職員）から育児休業の請求があった場合、その請求期間を限度に任期を定めて採用する正規

の職員です。したがって、勤務条件については原則一般職員と同様となります。

採用及び任期については、育児休業を取得する一般職員の代替となるため、育児休業の取得

状況により必要に応じて順次採用され、一般職員の育児休業請求期間に応じて任期が決定され

ます。なお、一般職員の育児休業請求期間が変更された場合、任期についても更新、短縮され

る場合があります（最長３年間）。



-2-

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。

ア）日本国籍を有しない人 ※保育士・幼稚園教諭（B）、保健師・看護師（C）
については、国籍を問いません。

イ）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項（以下の項目等）に該当する人

・成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）

・禁こ以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又はその執行を受けること

がなくなるまでの人

・津山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い人

・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した人

２．受験の申込方法

(１) 申込期間 平成３１年４月１５日（月）～令和元年５月８日（水）

※土曜・日曜・祝日を除く

（２）申込時間 午前８時３０分から午後５時１５分

（郵送の場合も申込期間最終日の午後５時１５分必着）

（３）申込場所 津山市役所総務部人事課（本庁舎３階）

〒708－8501 津山市山北５２０番地

（４）提出書類 受験申込書及び受験票

※津山市役所ホームページからプリントできます。

※郵送で申し込みの方は、受験票を官製はがきに貼りつけ、

表面にあて先を明記したものを同封してください。

３．第１次試験の期日及び場所

（１）試 験 日 令和元年５月１９日（日）

（２）受付時間 午前８時３０分～午前８時５０分

（３）場 所 津山市役所２階会議室ほか（津山市山北５２０番地）

※当日は正面玄関よりお入りください。

（４）持参するもの 受験票、筆記用具（鉛筆ＨＢ又はシャープペンシル、消

しゴム）
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４．採用までの流れ

（１）試験の合格発表は合否に関わらず全員に通知します。

（２）いずれかの試験科目において、一定の基準に達しない場合は、他の成績にかか

わらず不合格とします。

（３）この登録試験で合格されなかった人は、本人の成績（順位と総合得点）につい

ての開示を請求することができます。（合格者については成績の開示はできま

せん。）
※開示請求される場合は、受験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運

転免許証等）を持参のうえ、合格発表の日から１ヵ月以内に直接人事課窓口までお

越しください。開示受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとなってお

ります。ただし、土曜、日曜、祝日は受け付けしておりません。

（４）この試験の最終合格者は、試験区分ごとの「育児休業代替任期付職員採用候補

者名簿」に追加登録され、育児休業代替任期付職員の任用の必要が生じた際に

成績順に随時採用されます。採用は不定期であり、試験に合格し名簿に登録さ

れた場合でも、該当登録期間中に採用されない場合があります。

（５）この試験に最終合格した場合の採用候補者名簿有効登録期間は、令和元年７月

１日から令和２年９月３０日までの１年２カ月間です。

（６）育児休業代替任期付職員として採用される前に、一般職員の産前産後休暇取得

期間中に臨時職員として採用される場合があります。

５．試 験 の 方 法

(１) 筆記試験

(２) 口述試験 集団面接

科 目 試験区分 形 式 時間 内 容

適性検査①

全 職 種

択一式 20分 職務及び職場への適応性

適性検査② 択一式 10分 事務への適応性

教養試験 択一式 90分

公務員として必要な一般的知識（社

会、人文、自然科学等）及び一般的

知能（文章理解、判断推理、数的推

理、資料解釈等）

.

受

験

申

込

4/15～

5/8

試

験

5/19

合

格

発

表

6 月

中旬

採

用

7/1 以降

必要に応じて

採用
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６．採用等

(１) 配属先については、採用に先立ち別途お知らせします。
(２) 育児休業を取得する一般職員の代替のため、育児休業の取得状況によっ

て随時採用されます。したがって、令和元年 7月から必ずしも採用され
るとは限りません。

(３) 任用期間は一般職員の育児休業取得期間に応じて決定されます。育児休
業の取得期間は概ね１０ヵ月から３年までの期間です。

(４) 一度採用されて任期を満了した場合も、名簿の有効期間内であれば再度
採用されることがあります。

(５) 今後の採用予定
※合格者のうち、事務職（A）１人及び保育士・幼稚園教諭（B）１人
は令和元年７月上旬から産前産後休暇取得期間中の臨時職員として採

用し、その後育児休業の取得期間に応じ、任期付職員として採用する

予定です。

７．勤務条件等

(１) 任用期間が定められていること以外は、一般職員と同様の勤務条件（給
与、勤務時間、休暇、服務、災害補償等）となります。ただし、育児休

業の取得、育児短時間勤務を行うことはできません。

(２) 初任給（平成３１年４月１日現在）は原則として次のとおりですが、職
歴等により一定の額が加算される場合があります。なお、今後の給与改

定の状況によって、支給額が増減することがあります。

(３)このほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当（平成３０

年度実績で最高４．４５ヶ月）等がそれぞれの要件によって支給されま

す。また、一般職員に準じて昇給します。

８．その他

(１) 一般職員の育児休業取得期間が変更された場合等には、任用期間が更新、
又は短縮される場合があります。

(２) 受験資格がないこと、又は申込書に虚偽の記載が判明した場合は採用後
であっても合格を取り消すことがあります。

９．問い合わせ先

津山市役所総務部人事課（本庁３階） ℡０８６８－３２－２０４３

〒708－8501 津山市山北５２０番地

ホームページＵＲＬ https://www.city.tsuyama.lg.jp

区 分 初 任 給 加算された場合の上限額

高 卒 １４８，６００円 ２１４，７００円

短 大 卒 １６１，３００円 ２１８，２００円

大 卒 １８０，７００円 ２３０，０００円

https://www.city.tsuyama.lg.jp


津山市育児休業代替任期付職員登録試験申込書
平成 年 月 日現在

（連絡先欄は、合格通知その他の連絡先を現住所以外のところに希望する場合に記入してください。）

※ 必ず自書してください。数字は算用数字を用い、学歴、職歴の在学期間、勤務期間は和暦で記入してください。

受験番号(育休代替任期付職員)

ふりがな
申

込

区

分

（ ）内に希望する職種を記入してくだ

さい。
写 真

(ﾀﾃ 4cm × ﾖｺ 3cm)

1 申込の際に写真を

貼ってください。

2 写真は最近 3カ月

以内に撮影した正

面向き、脱帽、上

半身のものとし、

ノリを全面につけ

て貼ってください

氏 名

生年月日

Ｓ・Ｈ 年 月 日(満 歳)
ふりがな 〒 －

自宅電話

携帯電話

現住所

ふりがな 〒 －

℡

連絡先

学

歴

(

転
校
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い)

学 校 名 学部・学科・課程名 所在地(市･区･町･村) 在学期間
卒・卒見等

の 区 分

中学校
年月 年月

・ ～ ・
卒

・ ～ ・ 卒・中退

・ ～ ・ 卒・中退

最終(現在)
・ ～ ・

卒・卒見

中退

職

歴

勤務先(部課名まで) 勤務内容 所在地(市･区･町･村) 勤 務 期 間

年月 年月
・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

資
格
・
免
許

名 称 取 得 年 月 名 称 取 得 年 月

・ ・

・ ・

特

技

・

趣

味

志

望

の

動

機



津山市育児休業代替任期付職員登録試験

受験票

※ 上記太枠の中の項目を記入してください。

※ （）内に申込区分を記入してください。

※ 郵送で申込の際は、この用紙を官製はがきに貼り、表に必ず

郵便番号、住所、氏名を記入してください。

１．試 験 日 令和元年５月１９日（日）

２．試験会場 津山市役所 ２階会議室ほか（津山市山北 520）

※当日は正面玄関よりお入りください。

３．受付時間 午前８時３０分～午前８時５０分

４．持 参 品 受験票、筆記用具（鉛筆ＨＢ，消しゴム）

５．注意事項 当日、受験票を忘れた場合及び受付時間に遅れた場合

は、受験できません。

〒708-8501 岡山県津山市山北 520 番地

津山市役所総務部人事課 ℡0868-32-2043

受験番号

職 種

ふりがな

氏名

切
り
取
り

受 験 票

※ 注意事項

① 太枠の中を記入してください。

② 切り取り線で切り離し、「津山市育児

休業代替任期付職員登録試験申込

書」と併せて、人事課に提出してく

ださい。

③ 郵送で申し込む場合は、切り取り線で

切り離し、官製はがきに貼り付けてく

ださい。

官製はがきの表面には、送付先の郵便

番号・住所・氏名を記入してください。


